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談
まど

窓
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口については、
ちょう

調
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査
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対
しょう

象
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者に
ちょう

調
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査
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本
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ほう

訪
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該
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文
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ちょう

調
さ

査の
も く

目
てき

的、
ちょう

調
さ

査の
じゅう
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ひ

秘
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ほ
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き ょ
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り

利とそれによる
ふ

不
り

利
えき

益を
こうむ

被 らないこと、
も く

目
てき

的
がい

外
し

使
よ う

用はしないことについて、より
てい

丁
ねい

寧に
せつ

説
めい

明する。 

  また、
か く

各
じ

自
ち

治
たい

体において、
ほう

訪
もん

問
じ

自
たい

体を
き ょ

拒
ひ

否したい
ば

場
あい

合には
そう

相
だん

談
まど

窓
ぐち

口まで
れん

連
ら く

絡していただくことを
い

依
らい

頼する。また、
き

希
ぼう

望に
おう

応じて
ちょう

調
さ

査
ひょう

票 を
ゆう

郵
そう

送
と う

等で
と

取り
よ

寄せ

られるようにする。 
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こた

答えたくないことは、
む

無
り

理に
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 ・
こ

個
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秘
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左
き
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加え、
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訪
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